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教育委員会委員         小 枝 義 典 
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学校ＩＣＴ課長         西 原 昌 典 

学校施設計画課長        鈴 木 隆 介 
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教育支援課長          末 木 顕 子 

統括指導主事          佐 藤 泰 之 

統括指導主事          久 野   歩 

生涯学習課長          斎 藤 洋 介 

八雲中央図書館長        坂 本 祐 樹 

 

書記                         川 島   健 

                           松 園 拓 人 
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（議事日程） 

日程第１  議案第６７号 目黒区学校教育応援基金条例の立案請求について 

日程第２  議案第６８号 目黒区文化財保護基金条例の立案請求について 

日程第３  議案第６９号 目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める

条例の一部を改正する条例の立案請求について 

日程第４  議案第７０号 目黒区立幼稚園条例の一部を改正する条例の立案

請求について 

日程第５  議案第７１号 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を

改正する規則 

日程第６  議案第７２号 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を

改正する規則 

日程第７  議案第７３号 幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関す

る規則の一部を改正する規則 

日程第８  報告事項   令和７年第４回区議会定例会一般質問の答弁（要

旨）について 

日程第９  報告事項   令和７年度公立小中学校教員公募について 

日程第１０ 報告事項   令和７年度学級閉鎖等の状況（１１月２８日現

在） 
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（午前９時３０分開会） 

 

○教育長    令和７年第３４回目黒区教育委員会定例会を開会します。本

日の欠席委員、欠席職員はいません。署名委員は小枝委員です。 

        なお、若井田委員は少し遅れて出席となります。 

        それでは、議題に入りますが、日程の都合上、先に日程第８

から日程第１０を議題とします。 

 

（日程第８   令和７年第４回区議会定例会一般質問の答弁（要旨）につい

て（報告事項）） 

 

○教育政策課長 （資料により説明） 

○教育長    この件について、何かご質問等はありますか。 

○委員     資料に「各学校では、「外国人」「障害者」等の人権課題を

重点的に取り上げ、」との記載がありますが、医療界ではこの

障害者の「害」という字をひらがなに変える対応が行われてい

ます。目黒区教育委員会及び目黒区として、この字の取り扱い

についてどのように考えているか教えてください。 

○教育指導課長 障害の「害」という漢字については、国も東京都も目黒区も

共通してこの漢字を使用している状況です。 

○学校運営課長 前任で障害施策推進課長をしていたため、区の考え方をお示

しします。 

        障害の「害」の字についてですが、教育指導課長からの回答

のとおり、国及び東京都も漢字の「害」を使用しています。法

律で「害」の文字が漢字になっているため、区では漢字を使用

しているところです。最近では平仮名の「がい」を使うところ

も増えていますが、区としては漢字を使うこととしています。 

○教育長    その他ご質問等はありますか。 

        特にないようですので、この報告を受けました。 

        次に、日程第９を議題とします。 

 

（日程第９   令和７年度公立小中学校教員公募について（報告事項）） 

 

○教育指導課長 （資料により説明） 

○教育長    この件についてご質問等はありますか。 

        特にないようですので、この報告を受けました。 
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        次に、日程第１０を議題とします。 

 

（日程第１０  令和７年度学級閉鎖等の状況（１１月２８日現在）（報告事

項）） 

 

○学校運営課長 （資料により説明） 

○教育長    この件についてご質問等はありますか。 

        特にないようですので、この報告を受けました。 

        それでは、日程第１からの議題に戻りますが、日程第１及び

日程第２は、いずれも基金の設置に関する内容ですので、一括

して議題とします。 

        なお、質疑と採決は個別に行うこととします。 

 

（日程第１   議案第６７号 目黒区学校教育応援基金条例の立案請求につ

いて） 

（日程第２   議案第６８号 目黒区文化財保護基金条例の立案請求につい

て） 

 

○学校運営課長 （資料により説明） 

○生涯学習課長 （資料により説明） 

○教育長    まず、日程第１について、ご質問等はありますか。 

        特にないようですので、採決を行います。 

        本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

        （全員挙手） 

 

○教育長    全員賛成ですので、議案第６７号は原案どおり可決します。 

        次に、日程第２について、ご質問等はありますか。 

        特にないようですので、採決を行います。 

        本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

        （全員挙手） 

 

○教育長    全員賛成ですので、議案第６８号は原案どおり可決します。 

次に、日程第３及び日程第４は、いずれも幼稚園の一時預か

り事業の実施に関する内容ですので、一括して議題とします。 
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        なお、質疑と採決は個別に行うこととします。 

 

（日程第３   議案第６９号 目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定

める条例の一部を改正する条例の立案請求について） 

（日程第４   議案第７０号 目黒区立幼稚園条例の一部を改正する条例の

立案請求について） 

 

○学校運営課長 （資料により説明） 

○教育長    まず、日程第３について、ご質問等はありますか。 

        特にないようですので、採決を行います。 

        本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

        （全員挙手） 

 

○教育長    全員賛成ですので、議案第６９号は原案どおり可決します。 

        次に、日程第４について、ご質問等はありますか。 

        特にないようですので、採決を行います。 

        本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

        （全員挙手） 

 

○教育長    全員賛成ですので、議案第７０号は原案どおり可決します。 

        次に、日程第５から日程第７は、いずれも幼稚園教育職員の

規則改正に関する内容ですので、一括して議題とします。 

        なお、質疑と採決は個別に行うこととします。 

 

（日程第５   議案第７１号 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一

部を改正する規則） 

（日程第６   議案第７２号 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一

部を改正する規則） 

（日程第７   議案第７３号 幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に

関する規則の一部を改正する規則） 

 

○教育指導課長 （資料により説明） 

○教育長    まず、日程第５について、ご質問等はありますか。 

        特にないようですので、採決を行います。 
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        本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

        （全員挙手） 

 

○教育長    全員賛成ですので、議案第７１号は原案どおり可決します。 

        次に、日程第６について、ご質問等はありますか。 

        特にないようですので、採決を行います。 

        本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

        （全員挙手） 

 

○教育長    全員賛成ですので、議案第７２号は原案どおり可決します。 

        次に、日程第７について、ご質問等はありますか。 

        特にないようですので、採決を行います。 

        本案に賛成の委員の挙手を願います。 

 

        （全員挙手） 

 

○教育長    全員賛成ですので、議案第７３号は原案どおり可決します。 

 

○教育長    その他なにかありますか。 

        特にないようですので、以上で本日の定例会を閉会します。 

 

（午前１０時１分閉会） 

 

 


